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資料 ４ 

○会津坂下町都市公園条例施行規則 

会津坂下町都市公園条例施行規則 

昭和63年４月１日 

規則第６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、会津坂下町都市公園条例（昭和63年会津坂下町条例第８号。以下「条例」とい

う。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（行為許可申請書） 

第２条 条例第２条第２項に規定する申請書は、公園行為許可申請書（第１号様式）によるものとす

る。 

２ 前項の申請書は、条例第２条第１項に掲げる行為をしようとする日の７日前までに町長に提出し

なければならない。 

３ 町長は、条例第２条第４項の規定により公園内における行為の許可をしたときは、公園行為許可

書（第２号様式）を申請者に交付するものとする。 

（公園施設設置等許可申請書） 

第３条 都市公園法（昭和31年法律第79号。以下「法」という。）第５条第２項又は法第６条第２項

に規定する申請書は、公園施設設置許可申請書（第３号様式）若しくは公園施設管理許可申請書（第

４号様式）又は公園占用許可申請書（第５号様式）によるものとする。 

２ 前項の申請書は、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用（以下「公園施設の設置等」

という。）をしようとする日の20日前までに町長に提出しなければならない。 

３ 町長は、公園施設の設置等の許可をしたときは、公園施設設置許可書（第６号様式）若しくは公

園施設管理許可書（第７号様式）又は公園占用許可書（第８号様式）を申請者に交付するものとす

る。 

（許可事項変更許可申請） 

第４条 条例第２条第３項、法第５条第２項及び法第６条第３項の規定により許可を受けた事項を変

更しようとするときは、公園許可事項変更許可申請書（第９号様式）を申請者に交付するものとす

る。 

２ 町長は、許可事項の変更を許可したときは、公園許可事項変更許可書（第10号様式）を申請者に

交付するものとする。 

（期間更新申請） 

第５条 公園施設の設置の期間を更新しようとする者は、当該期間を更新しようとする者は、当該期

間が満了する日の１月前まで公園施設設置等許可期間更新許可申請書（第11号様式）を町長に提出

して、その許可を受けなければならない。 

２ 町長は、前項の許可をしたときは、公園施設設置等許可期間更新許可書（第12号様式）を申請者

に交付するものとする。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第６条 法又は条例の規定により許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはなら

ない。 

（使用料の減免申請） 

第７条 条例第10条ただし書きの規定により使用料の減免を受けようとする者は、公園使用料減免申

請書（第13号様式）を町長に提出しなければならない。 

（公園施設工事等届） 

第８条 条例第12条各号に規定する届出は、公園施設工事等届（第14号様式）によるものとする。 

（使用料の還付） 

第９条 条例第14条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公園使用料還付申請書（第15

号様式）を町長に提出しなければならない。 

（補則） 

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 
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（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（会津坂下都市公園条例施行規則の廃止） 

２ 会津坂下都市公園条例施行規則（昭和49年会津坂下町規則第14号）は、廃止する。 


